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武庫之荘 4丁目地区地区計画 
 

 

名  称 武庫之荘4丁目地区地区計画 

位  置 尼崎市武庫之荘4丁目の一部 

面  積 約 7.7 ha 

地区計画の目標  本地区は尼崎市の北部市街地の一角に位置し、昭和初期に戸建住宅地として開発され

た、市内でも有数の良好な住環境を有する地区である。 

  しかし、敷地の細分化、マンションの立地等により良好な住環境の維持が難しくなりつ

つある。 

 本計画では秩序ある建築活動を適切に誘導し、良好な住環境の保全及び形成を図る。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針  低層の緑豊かな住宅地としての環境を守り育てる。 

地区施設の整備の

方針 
 道路、水路等の機能が損なわれないよう維持・保全に努める。 

建築物等の整備の

方針 

＜低層戸建住宅地区＞ 

1    閑静な戸建住宅地としての環境を保全するため建築物の用途の制限並びに建築物等

の形態又は意匠の制限を定める。 

2  建築物の建詰り及び敷地の細分化を防ぐため建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

3  ゆとりある街並みづくりのため建築物の壁面の位置の制限を定める。 

4   低層戸建住宅地としての住環境の保全及びゆとりある景観形成のため建築物の高さ

の制限を定める。 

＜沿道地区＞ 

低層戸建住宅地との調和を図るため、建築物の高さの制限及び壁面の位置の制限並びに

建築物等の用途の制限及び形態又は意匠の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区
の区
分 

名称 低層戸建住宅地区 沿道地区 

面積 約 7 ha 約 0.7 ha 

建築物等の

用途の制限 

1 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建

築してはならない。 

(1) 建築基準法（以下「法」という。）別表第2(い)

項第1号に掲げる住宅のうちの一戸建ての住宅 

(2) 法別表第2(い)項第3号に掲げる共同住宅のう

ち、住戸の床面積が40㎡以上のもの 

(3) 法別表第 2(い)項第 6 号に掲げる老人ホー

ム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これ

らに類するもの 

(4) 法別表第2(い)項第8号に掲げる診療所 

(5) 法別表第 2(い)項第 9 号に掲げる巡査派出

所、公衆電話所その他これらに類する公益上

必要な建築物 

(6) 前各号の建築物に附属するもの 

2 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当

する場合はこの限りでない。 

(1）この地区計画が決定された際現に存する建築物

の用途を変更しないもの又はその建築物に附属

するものを建築する場合 

(2）法別表第2(い)項第 2号に掲げる建築物で、そ

の建築敷地が市道武庫1 号路線又は市道守部友行

線に接しているもの又はその建築物に附属するも

のを建築する場合 

  

次の各号に掲げる建築物等は建築し

てはならない。 

(1) 法別表第 2(に)項第 3号に掲げる

ボーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

(2) 法別表第 2(に)項第 4号に掲げる

ホテル又は旅館 

(3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる畜

舎 

(4) 自動車車庫及び自動車車庫に供す

る工作物（建築物に附属するものを除

く） 

(5) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工

場 

(6) 危険物の貯蔵又は処理に供する

建築物（建築物に附属するものを除

く）  

(7) 法別表第 2(い)項第 3号に掲げる

共同住宅で、住戸の床面積が 40 ㎡

未満のもの 

2005年12月22日当初告示 
2020年2月28日変更告示 

2021.11 

計画書の内容 １ 
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建築物等の

高さの最高

限度 

建築物の軒の高さは7ｍ以下でなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

(1) 建築物の敷地面積が130㎡未満の場合 

(2) 建築物の高さ7ｍを超える部分の外壁又はこ

れに代わる柱、バルコニー等（以下「外壁等」

という。）の面から道路境界線までの距離が3ｍ

以上あり、かつ、当該建築物による日影が法第

56条の2に基づく法別表第4 第1 項第2 号に

掲げる基準を満たしている場合 

建築物の高さは 12ｍ以下でなければ

ならない。ただし、階段室、昇降機塔、

屋窓その他これらに類する建築物の屋

上部分の水平投影面積の合計が、当該

建築物の建築面積の 8 分の 1 以下の場

合においては、その部分の高さは 5ｍま

では算入しない。 

壁面の位置

の制限 

1 220 ㎡以上の敷地に建築する建築物の外壁等の面

から隣地境界線までの距離は1ｍ以上、道路境界線

までの距離は1.5ｍ以上でなければならない。 

また、130 ㎡以上 220 ㎡未満の敷地に建築

する建築物の外壁等の面から隣地境界線又は

道路境界線までの距離は次式により算定した

数値以上でなければならない。 

外壁等の後退距離（ｍ）＝0.5＋0.5×（敷地

面積（㎡）－130）/（220－130） 

ただし、建築物に附属する高さ2.8ｍ以下の

自動車車庫（主たる用途の建築物と一体となっ

ているものを除く。）については、道路に面す

る部分の距離を0.5m以上とする。 

2 1の規定は次に該当する建築物又は建築物の

一部の外壁等の面から道路境界線又は隣地境

界線までの距離については適用しない。 

・外壁等の中心線の長さの合計が3ｍ以下のもの 

3 建築物の敷地が 2 以上の道路に接している場

合は、そのうちの一を除いて隣地境界線とみな

すこととする。ただし、道路の隅切り部分につ

いては、この限りでない。 

建築敷地の北側の隣地境界線から建

築物の外壁等の面までの距離は 1ｍ以

上でなければならない。 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

1 建築物の敷地面積は165㎡以上でなければな

らない。 

2 1の規定にかかわらず、この地区計画が決定さ

れた際現に存する所有権その他の権利に基づく

土地をこの地区計画が決定された後初めて複数

に区分して使用する場合にあっては、そのうち

の一に限り130㎡以上とすることができる。 

3 次のいずれかに該当し、その土地の全部を建

築物の一の敷地として使用する場合は、1の規

定を適用しない。 

(1) この地区計画が決定された際現に建築物

の敷地として使用されている土地で 1 の規

定に適合しないもの又は現に存する所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば同項の規定に適合しない

こととなる土地（以下「既存不適格土地」と

いう。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接す

る土地の全部又は一部 

 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

建築物の形態、屋根及び外壁の意匠並びに広告看板等については、住宅地として周辺の

景観と調和のとれたものとする。 

 

 色彩推奨基準 色相:Y、YR、N系 明度:6以上 彩度4以下（詳細は、パンフレット（「建

物・垣柵・駐車場等のデザイン作法集」）をご確認ください。） 

区域及び地区の区分は計画図表示のとおり 
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低層戸建住宅地区 
（第１種低層住居専用地域） 

沿道地区 
（第１種住居地域） 

市
道
守
部
友
行
線 

武庫之荘2丁目 

武庫之荘1丁目 

武庫之荘本町1丁目 

武庫之荘3丁目 

武庫之荘4丁目 

地区計画の区域 凡例 
地区の区分の境界 

生津公園 

武庫之荘公園 

十の橋 

大

庄

友

行

線 
武庫之荘5丁目 

市 道 武 庫 1号 路 線  

十四橋 

十六橋 

十二橋 

計画図の内容 ３ 

当初決定の理由 ２ 

本地区は、阪急武庫之荘駅から北西に約0.7ｋｍのところに位置する低層住宅地である。この地区は、昭和

10 年代前半の民間開発により形成された住宅地であり、本市でも有数の良好な低層戸建住宅地の住環境の保

全及び形成を図るため、平成 17(2005)年に本計画を決定した。 

 

 


